
産業廃棄物処理に係る「第39回実務者研修会」

令和7年9月3日（水）10:00～15:25

フジコミュニティーセンター 4階 大会議室

132名（80社）

日 時

場 所

参 加 者

中西岳志事務局長 小野田敏也 
環境アドバイザー

小野俊之専務理事

全体の様子

表彰の様子

〈講師〉中西岳志事務局長
　1. 委託基準

2. 委託契約書の原則、委託契約書の作成要領
3. 産業廃棄物の再委託
4. 委託契約書と印紙税

〈講師〉小野俊之専務理事
1. 循環型社会の姿
2. 産廃処理ビジネスの特異性
3. 廃棄物の定義
4. 産業廃棄物の処理責任
5. 産業廃棄物の保管基準
6. 産業廃棄物処理業者の責務
7. 産業廃棄物処理施設設置者の責務
8. 行政処分

〈講師〉小野田敏也環境アドバイザー
1. 産業廃棄物管理票（マニフェスト）制度とは
2. 環境省令によるマニフェストの規定
3. 紙マニフェスト
4. 産業廃棄物管理票の交付等状況報告書について
5. 電子マニフェスト
6.マニフェストの特別な運用例

 第1章 産業廃棄物処理の基礎

 第2章 産業廃棄物の委託処理と委託契約書

 第3章 産業廃棄物管理票 （マニフェスト）

〈講師〉中西岳志事務局長
1. 帳簿作成の目的
2. 帳簿備え付け対象者
3. 帳簿様式と記載例

 第4章 帳簿

　排出事業者及び廃棄物処理業者の実務担当者を対象と

した「第39回実務者研修会（実務基礎コース）」を開催しま

した。平成28年のダイコー株式会社の不適切事案を契機

に、協会が主催する法令講習会等に3年に1回は参加いただ

くことを誓約いただいています。

　小野俊之専務理事は、「廃棄物処理法は頻繁に改正があ

り、常に新しい内容を習得するのは難しいとは思いますが、法

律を知ることで初めて自分の身を守ることができます。法律や

規則に詳しい人こそ信用いただけると思いますし、そういう人

にこそビジネスチャンスが訪れるとも思います。十分に把握さ

れおさらいの意味で参加されている方、初めて参加される方

もいるかと思います。この研修会を通して皆さんの成果に繋が

ればと思っております。」と開会のあいさつをされ、講師として

登壇しました。

　産業廃棄物処理の基礎からはじまり、委託契約書やマニ

フェスト、帳簿などに関する講習が行われた後、小野専務理

事より「本日の研修内容は、配布した基礎コースのテキスト

で改めて確認していただくことで、理解がより一層深まると思

います。分からない点があれば事務局にお尋ねください。法

律は常に変化しているため、本日のような講習会や事務局

が発行している『循環あいち』を通じて最新情報を入手する

とともに、事務局と会員の皆様が双方で情報を共有できる

と、業界の成長に大きく繋がっていくと思います。」と閉会のあ

いさつがありました。その後、受講者に「研修終了証」が授与

され閉会となりました。
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